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女性活躍推進法に基づく認定マーク「プラチナえるぼし」取得について 

 

この度、当社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、女性活躍推進法）に

基づく認定マーク「プラチナえるぼし」を神奈川県では初めて、また製造業でも全国で初めて取得いたしま

した。 

 

プラチナえるぼし認定は、2020 年 6月に新設された制度でえるぼし認定事業者のうち、より高い水準

の要件を満たした事業者が厚生労働大臣から認定を受けることができます。当社は、行動計画の目標

を達成するとともに、（1）採用、（2）継続就業、（3）労働時間等の働き方、（4）管理職比

率、（5）多様なキャリアコースの 5 つの項目全てにおいて認定基準を満たし、2021 年 11月 18日

付でプラチナえるぼし認定を受けました。 

 

今後も、女性の働きやすい職場づくりの推進に加え、ダイバーシティ推進における多様性の尊重を通じ

て競争力の向上をはかり、サスペンションでOnly１の開発・技術力によりお客様のニーズに応え、永続的

に発展を続ける 100 年企業に向けて全社を挙げて取り組んでまいります。 

 

 

◎認定式の様子                              ◎プラチナえるぼしマーク 

        

 

                                     

 

 

（参考）厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594317.pdf 

 

【写真左：川口神奈川労働局長 写真右：平中社長】 
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